
佐久市立国保浅間総合病院受託実習生受入規程 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は、佐久市立国保浅間総合病院（以下「病院」という。）における

受託実習生の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この規程において「受託実習生」とは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士及びその他の医療関係業務従事者

の養成を目的とする国公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は医療関係団体

等（以下「養成機関等」という。）の学生、生徒等で、当該養成機関等の長からの

実習委託の申請に基づき、病院で実習生として受入れを許可された者をいう。 

（申請等） 

第３条  養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を病院に委託しようとするときは、

実習開始日の１か月前までに実習委託申請書（様式第１号）を、佐久市病院事業管

理者（以下「管理者」という。）に提出するものとする。 

２ 養成機関等の長は、前項の申請書の提出に合わせ、個人情報等保護に関する誓約

書（様式第２号）を管理者に提出しなければならない。 

（許可） 

第４条  管理者は、前条に規定する申請があったときは、病院の業務に支障がない

と認められるものに限り、受託実習生として受入れを許可することができるものと

する。 

２ 管理者は、前項により受託実習生の受入れを許可したときは、当該養成機関等の

長に受託実習生受入許可書（様式第３号）を交付する。 

（抗体価検査等の報告） 

第５条 養成機関等の長は、受託実習生が実習を開始する１４日前までに、抗体価検

査結果及びワクチン接種歴報告書（様式第４号）を管理者に提出しなければならな

い。 

（受入期間） 

第６条 実習の受入期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。 

（受託実習料） 

第７条 養成機関等の長は、受託実習料として第４条の規定により受入れを許可され

た受託実習生１人につき別表に定められた額に受入許可日数を乗じた額を、実習開

始後３０日以内に納付しなければならない。 

２ 前項に規定する受託実習料の納付の期限については、管理者が特に必要と認めた

場合は変更することができるものとする。 

３ 既納の受託実習料は、返還しない。 

４ 管理者は、病院側の都合により実習の受入れを取り消し又は中止した場合は、受

託実習料を免除することができるものとする。 

 



（受託実習生の遵守義務） 

第８条 受託実習生は、病院の諸規則を遵守し、管理者の指示に基づき実習を行わな

ければならない。 

（実習受入れの取り消し又は中止） 

第９条 管理者は、実習受入れの許可後又は実習期間中において、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、許可の取り消し又は受入れの中止ができるものとする。 

（１）申請の内容が事実と著しく異なるとき 

（２）受託実習生が、実習期間中において不正な行為を行ったとき、又は病院の信

用を著しく傷つける行為を行ったとき 

（３）受託実習生を受入れる又は実習を継続することにより、病院の他の業務に支

障が生じたとき、又は天災その他のやむを得ない理由が生じたため、実習の

継続が困難になったとき 

（４）正当な理由がなく欠務したとき、又は正当な理由がある場合でも欠務が長期

間に及び、十分な指導が行えないと判断されたとき 

２ 管理者は、前項の規定により実習受入れの許可の取り消し又は受入れを中止する

場合は、養成機関等の長に対し、受託実習生受入許可取消等通知書（様式第５号）

により通知するものとする。 

（災害補償） 

第 10条 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。 

（１）実習中の災害及び通勤による災害の補償は、受託実習生本人又は養成機関等

が負担するものとする。 

（２）実習期間中において、受託実習生が故意又は過失等により、病院又は第三者

に与えた損害については、受託実習生本人又は養成機関等に賠償の責を負わ

せるものとする。 

（３）養成機関等の長は、受託実習生に傷害保険及び賠償責任保険に加入させなけ

ればならない。 

２ 前項に基づく災害の補償に関する必要な手続きは、受託実習生又は養成機関等が

行うものとする。 

（事務） 

第 11条 受託実習生の受入れに関する事務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、受託実習生の受入れに関し必要な事項は、

管理者が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３条及び第５条の規定による申請書等の提出期限の規定、並びに第７条の規定

による受託実習料の金額及び納付期限は、平成３０年度については、なお従前の例

による。 


